
別表 1：評価項目及び評価基準 【電気工事 13 点】  
     

評価項目 評価内容 評価基準 配点 

 工事成績評定 

過去 10 年間中の 5 工事の成績評

定点の平均点 

【注 1】 

a.82 点以上 1.5  

b.79 点以上 82 点未満 1.2  

c.76 点以上 79 点未満 0.8  

d.73 点以上 76 点未満 0.4  

e.65 点以上 73 点未満(又は評定なし) － 

継続的な技術者保

有に基づく信頼度 

10 年以上継続雇用する 1 級国家

資格の人数【注 3】 

a.5 名以上 0.5  

b.2 名以上 5 名未満 0.3  

c.2 名未満 － 

企業育成 
糸島市発注の対象工事の受注状

況【注 8】 

a.本年度に 2,000 万円以上の工事の受注なし 2.0  

b.本年度に 2,000 万円以上の工事の受注あり － 

安全管理の状況 

建設業労働災害防止協会への入

会の有無【注 4】 

a.有 0.5  

b.無 － 

別に指定する労働災害防止に関

する講習の受講の有無【注 4】 

a.有 0.5  

b.無 － 

 

施工実績 
過去 10 年間中の工事成績評定

【注 5】 

a.82 点以上 1.5  

b.79 点以上 82 点未満 1.2  

c.76 点以上 79 点未満 0.8  

d.73 点以上 76 点未満 0.4  

e.65 点以上 73 点未満(又は評定なし) － 

資格の保有期間 
1 級国家資格等の保有期間 

【注 3】 

a.10 年以上 1.0  

b.3 年以上 10 年未満 0.5  

c.3 年未満 － 

継続教育の取組み 
継続教育（CPD 等）の取組み状

況【注 9】 

a.各団体推奨単位以上 0.5  

b.各団体推奨単位の 2 分の 1 以上 0.3  

c.上記以外の場合 － 

  

営業拠点の所在地 

工事の実施体制としての地理的

条件 

【注 6】 

a.主たる営業所の所在地が糸島市内(10 年以上経過) 2.0  

b.その他の営業所の所在地が糸島市内(10 年以上経過) 1.0  

c.営業所等が糸島市内にない。又は a、b 以外 － 

消防団協力事業所 事業所の加入状況【注 10】 
a.有 0.5  

b.無 － 

地域住民の雇用状

況 

糸島市内在住の常勤者数 

【注 11】 

a.1 名につき 0.1 点 上限 0.5 

b.なし － 

災害協定等 【注 7】 
a.糸島市との間に災害協定等を締結している 1.0  

b.糸島市との間に災害協定等を締結していない － 

  労働福祉環境 労働福祉の状況【注 12】 

a.45 点以上 1.0  

b.30 点以上 45 点未満 0.5  

c.30 点未満 － 

合計       13.0  
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○評価値＝価格評価点十技術評価点（加算方式）   

  ・価格評価点：１００×（１－入札価格／予定価格）  

  ・技術評価点：最高 13.0 点（上記評価項目・基準より算出）  

【注 1】 ：平成27年度以降に竣工した糸島市、福岡県及び国（法人税法別表１に該当する法人を含む。ただし地方公共団体を除

く。）が発注した工事のうち、5件の同種工事で、様式第104号に記載した工事にかかる工事成績評定点を加重平均（工

事成績評定点と最終契約額の積の合計を最終契約額の合計で除した値（少数第１位を切捨て））したもの。また、申請

者が本店であれば本店の実績、支店等であれば支店等の実績のみを対象とする。 

また、該当する施工実績が5件に満たない場合は、申告された工事数にて加重平均するが、この場合、様式第104号にて

該当する施工実績が他にない旨を確約すること。 

※発注機関発行の工事成績が確認できる書類を提出すること。糸島市発注分は不要。  

 

【注 2】 ：同種工事とは 1,000 万円以上の建築電気設備工事とする。共同企業体の工事実績の場合は、最終契約額に出資比率を

掛けた金額とする。  

 

【注 3】 ：1級国家資格等とは、1級電気工事施工管理技士及び技術士（電気電子、建設において監理技術者となれる資格）とす

る。なお、技術者の保有者数及び資格の保有期間の基準日は、入札参加資格確認申請日とする。 

 

 

【注 4】 ：建設労働災害防止協会の加入は、本公告時点における協会加入の有無を評価の対象とする。 

：労働災害防止に関する講習の受講は、継続的に雇用している者（入札参加資格確認申請日前 3 か月以上の雇用）のう

ち、建設労働災害防止協会実施の「総合工事業者のためのリスクアセスメント研修」を受講した者を評価の対象とす

る。  

 

 

【注 5】 ：平成 27 年度以降に竣工した糸島市、福岡県又は国（法人税法別表１に該当する法人を含む。ただし地方公共団体を

除く。）が発注した同種工事【注 2】に現場代理人、監理技術者又は主任技術者として従事したもの（様式第 103 号に

記載した工事）で評価する｡ただし、配置予定技術者を複数人申請した場合は、「施工実績」、「資格の保有期間」及

び｢継続教育の取組み状況」との評価点の合計が最も低い者を評価対象とする。 

※発注機関発行の工事成績が確認できる書類及び従事を示す竣工時工事カルテ受領書等を提出すること。糸島市発注分

は不要。  

 

 

【注 6】 ：営業拠点とは、本公告時点で有効な糸島市一般（競争）入札参加資格者名簿に登載しているもの（本店で登録してい

る者は本店、支店等で登録しているものはその支店等）の所在地のことを指し、主たる営業所とは建設業の許可を受け

た事業所をいう。 

 なお、ａ又はｂの要件を満たすかどうかは、「法人市民税に係る法人設立申告書」の提出状況について糸島市役所税

務課で確認する。また、その他の営業所を含め糸島市民を雇用している場合は｢糸島市個人住民税の特別徴収事業所と

して登録されている事業者｣であること。本要件の基準日は本公告時点とする。  

 

 

 

 
 

【注 7】 ：災害協定は本公告時点において締結しているものを評価対象とする。  

 
 

【注 8】 :対象工事とは、糸島市（糸島市土地開発公社を含む。）が発注する建築一式工事を除く全ての建設工事とする。指名

競争入札、随意契約によるものは対象外とする。金額は１件の契約額とし、共同企業体の場合は最終契約額に出資比率

を掛けた金額とする。※本要件の基準日は本案件入札時点とする。また、受注状況には、本案件の開札日時前までに落

札した案件を含むものとする。  

 

【注 9】 ：配置予定技術者が各団体推奨単位の 2 分の 1 以上取得している場合は提出する。なお各団体とは、(公社)土木学会等

とする。証明書の写しは、証明日が申込期限日から１年以内であること。 

(社)日本技術士会 150 単位(3 年間） 

(社)全国土木施工管理技士連合会 30 単位(1 年間） 20 単位(1 年間） 

農業農村工学会技術者継続教育機構 50 単位(1 年間） 

日本建築士会連合会 12 単位(1 年間) 

(社)空気調和・衛生工学会 50 単位(1 年間） 

(社)建築設備技術者協会 50 単位(1 年間) 

 

  

【注 10】 :糸島市消防団協力事業所表示制度実施要綱第 6 条で交付された認定証明書の写しを添付すること。  

【注 11】 :糸島市内在住がわかる証明書の写しを添付すること。本人同意（市職員が住民基本台帳を確認することを含む）のう

え提出すること。代表者及び役員又はパート、アルバイト従業員は除く。 
 

【注 12】 :労働福祉とは、雇用保険、健康保険、厚生年金保険、建設業退職金共済制度、退職一時金制度若しくは企業年金制

度、法定外労働災害補償制度の加入状況とする。なお、経営事項審査における審査事項による。 
 

 


